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局
に
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程
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一
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改
正  

一

大
分
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業
局
に
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務
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職
員
の
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殊
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程
の
一
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大
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局
文
書
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程
の
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改
正  

三

　
　
　
　
　
　
　
企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正  

五

○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

専
門
幹

　

第
八
条
中
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

16　

専
門
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
処
理
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

専
門
幹

　

第
九
条
中
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

16　

専
門
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
又
は
担
当
の
事
務
を
処
理
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
給
料
の
調
整
額
）

第
二
条
の
二　

給
料
月
額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任
の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、

勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
が
同
じ
職
務
の
級
に
属
す
る
他
の
職
に
比
し
て
著
し
く
特
殊
な
職
に
対
し

適
当
で
な
い
と
き
は
、
給
料
月
額
に
つ
き
適
正
な
調
整
を
行
う
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
の
調
整
を
行
う
職
は
、
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
占
め
る
職

と
す
る
。

３　

職
員
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
除
く
。
）
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
、
そ
の
者
に
係

る
別
表
第
二
の
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
そ
の
者
に
係
る
別
表
第
二
の
二
の
下

欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）　

大
分
県
企
業
局
職

員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

二　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」

三
一



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に

育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
就
業
規
程
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）

５　

前
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
別
表
第
二
の
三

に
掲
げ
る
額
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

職
務
の
級
及
び
号
給
に
応
じ
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
四
・
五
を
超
え
る
と
き

は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。

６　

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
が
給
料
月
額
の

百
分
の
二
十
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
給
料
の
調
整
額
と
す

る
。

７　

第
三
項
、
第
四
項
及
び
前
項
の
調
整
額
は
、
職
員
が
別
表
第
二
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
占
め
る

職
に
あ
る
期
間
に
限
り
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
に
加
え
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

８　

第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
並
び
に
第
五
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
額
と
す
る
。

　

第
三
条
第
五
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

う
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三

年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。
）
」
を
「
就
業
規
程
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
号
給
を
決
定
さ
れ
た
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
算
出
率
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

　

別
表
第
二
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

　
　
　
　

給
料
の
調
整
額
適
用
区
分
表

職
員

調
整
数

　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
人
事
評
価
を
実
施
す
る
た
め
、
企
業
局
長
か
ら
評
価
者
と
し
て
任
命
さ
れ
た

職
員
（
管
理
職
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）

〇
・
二
五

別
表
第
二
の
三

（第
二
条
の
二
関
係

）

　
　
　
　

給
料
の
調
整
基
本
額
表

職
務
の
級

調
整
基
本
額

３
級

9,600円
 

４
級

10,200円

５
級

10,600円

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規

程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
防
疫
等
作
業
手
当
」
を
「
、
防
疫
等
作
業
手
当
及
び
災
害
応
急
作
業
手
当
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
災
害
応
急
作
業
手
当
）

第
九
条　

災
害
応
急
作
業
手
当
は
、
豪
雨
等
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
、
重
大
な
災
害
が
発
生
し
た
箇
所
で

行
う
応
急
作
業
（
企
業
局
長
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２　

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
五
百
三
十
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
業
に
応
じ
て
企
業
局
長
の
定
め
る
額
と
す
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
第
一
項
の
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
日
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
第
二
号
に
掲



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
額
を
同
項
の
手
当
の
額
と
す
る
。

一　

第
一
項
の
作
業
が
夜
間
（
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
場
合　

前
項
の

額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

二　

第
一
項
の
作
業
が
企
業
局
長
が
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場
合　

前
項
の
額

に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当

支
給
規
程
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

大
分
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
被
服
等
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
本
局
及
び
総
合
制
御
部
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中

「

作

業

手

袋

軍

手

一
双

六　

月

」
を
、

革

手

袋

一
双

十
二
月

「

作

業

手

袋

軍

手

一
双

六　

月

軍
手
と
ゴ
ム
背
抜
は
、

選
択
と
す
る
。

」
に
改
め
、

ゴ
ム
背
抜

一
双

十
二
月

革

手

袋

一
双

十
二
月

革
手
袋
と
電
工
フ
ィ
ッ

ト
は
、
選
択
と
す
る
。

電
工
フ
ィ
ッ
ト

一
双

六　

月

同
表
の
事
業
所
（
総
合
制
御
部
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中
、

「
十
二
月

」
を

「

十
二
月

作
業
服
（
上
）
一
着
及
び

作
業
服
（
下
）
一
着
を
も

っ
て
、
つ
な
ぎ
一
着
に
変

更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

」
に
、

十
二
月

十
二
月

六　

月

六　

月

「

作

業

手

袋

軍

手

一
双

二　

月

」
を
、

革

手

袋

一
双

六　

月

「

作

業

手

袋

軍

手

一
双

二　

月

軍
手
と
ゴ
ム
背
抜
は
、

選
択
と
す
る
。

」
に
、

ゴ
ム
背
抜

一
双

六　

月

革

手

袋

一
双

六　

月

革
手
袋
と
電
工
フ
ィ
ッ

ト
は
、
選
択
と
す
る
。

電
工
フ
ィ
ッ
ト

一
双

四　

月

「

防
寒
つ
な
ぎ

一　

着

二
十
四
月

」
を
、

「

防
寒
つ
な
ぎ

一　

着

二
十
四
月

防
寒
つ
な
ぎ
、
防
寒
着

（
下
）
及
び
つ
な
ぎ
は
、

選
択
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

防
寒
着
（
下
）

一　

着

つ

な

ぎ

二　

着

　

別
記
様
式
中

「防寒つなぎ

」
を
、

「防寒つなぎ

」
に

防寒着

（下

）

つ
な
ぎ

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

四

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
）

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
八
節　

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
施
行
（
第
七
十
一
条
）
」
を

「
第
八
節　

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
施
行
（
第
七
十
一
条
）

　

第
八
節
の
二　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
文
書
の
登
録
（
第
七
十
一
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
二
十
三
号
中
「
文
書
及
び
」
を
「
文
書
、
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
職
員
が

職
務
上
作
成
し
た
文
書
の
う
ち
、
収
受
又
は
起
案
を
要
し
な
い
が
、
職
員
に
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
文
書

（
以
下
「
共
有
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
登
録
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
紙
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準

ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
で
読
み
取
り
、
電
子
文
書
に
変
換
し
た
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
文
書
に
変
換
し
た
紙
文
書
の
う
ち
、
正
本
と
し
て
管
理
す
る
文
書
（
総
務
課

長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
を
一
年
以
内
に
設
定
で
き
る

も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
収
受
文
書
」
の
下
に
「
及
び
共
有
文
書
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
で
作

成
し
た
収
受
書
（
第
五
号
様
式
）
に
当
該
紙
文
書
を
添
付
し
て
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
に
よ
る

電
子
的
な
方
式
に
よ
り
供
覧
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
で
作
成
し
た
収
受
・
供
覧
書
（
第
五
号
様
式
）
に
当
該
紙
文
書
を
添
付
し
て

回
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

事
務
担
当
者
は
、
共
有
文
書
（
紙
文
書
に
限
る
。
）
を
供
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
で
作
成
し
た
収
受
・
供
覧
書
に
当
該
共
有
文
書
を
添
付
し
て
回
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
十
三
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
子
文
書
の
供
覧
）

第
三
十
二
条　

事
務
担
当
者
は
、
電
子
文
書
（
収
受
し
た
文
書
又
は
共
有
文
書
に
限
る
。
）
を
供
覧
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
式
に
よ
り
供
覧
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条　

削
除

　

第
四
十
七
条
中
「
回
議
等
」
を
「
回
議
又
は
合
議
（
以
下
「
回
議
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
章
第
八
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

　
　
　
　

第
八
節
の
二　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
文
書
の
登
録

第
七
十
一
条
の
二　

事
務
及
び
事
業
に
係
る
意
思
決
定
の
過
程
に
係
る
文
書
（
供
覧
を
必
要
と
し
な
い
共
有

文
書
に
限
る
。
）
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
各
所
属
長
は
、
」
の
下
に
「
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
引
渡
し
又
は
」
を
加
え
る
。

　

第
八
十
二
条
の
二
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
子
文
書
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
保
存
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
公
文
書
館
長
が
当
該
業
務
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
所
属
長
と
協
議
し
て
定
め
た
方
法
に

よ
り
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

た
だ
し
、
当
該
電
子
文
書
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
当
該
業
務
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
所
属
に
お
い
て
廃
棄
の
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式

（第
14条
関
係

）

文
書
整
理
補
助
簿

文
書
番
号
第　
　
号

所
属
名

枝
番
号

文
書
件
名
種
別
状
態
収
受
・
供
覧

､
復
命

､
登
録

､
起
案
日

決
裁
日

施
行
日

施
行
先

担
当
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
受

　

第
五
号
様
式
中
「収

受
書

」
を
「収

受
・
供
覧
書

」
に
、
「日　

収
受

」
を
「日

　

供
覧

」
に
、
「収

受
者

」
を
「担

当
者

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

五

大
分
県
報
号
外
（
企
業
局
管
理
規
程
・
企
業
局
訓
令
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
作
成
し
た
共
有
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
企

業

局

訓

令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業

局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

　

第
十
三
条
第
一
号
中
「
百
分
の
二
百
以
下
」
を
「
百
分
の
二
百
五
以
下
」
に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
」
を

「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
に
、

「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


